
○
財
務
省
告
示
第
百
七
十
八
号

中
華
人
民
共
和
国
産
並
び
に
台
湾
、
澎
湖
諸
島
、
金
門
及
び
馬
祖
か
ら
成
る
独
立
の
関
税
地
域
産
ニ
ッ
ケ
ル
系
ス
テ
ン
レ
ス

ほ
う

冷
延
鋼
帯
及
び
冷
延
鋼
板
に
対
す
る
関
税
定
率
法
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査
開
始
の
件
（
令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
財

務
省
告
示
第
九
十
七
号
）
で
告
示
し
た
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
五
項
の
調
査
に
つ
い

て
、
同
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
調
査
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
不
当
廉
売
関
税
等
に
関
す
る
政
令

（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

一

延
長
さ
れ
る
調
査
の
期
間

四
箇
月

二

延
長
の
理
由

調
査
の
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
、
利
害
関
係
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
証
拠
等
の
更
な
る
検
討
を
行
う
た
め
に

は
一
層
の
時
日
を
要
す
る
た
め


